
 資 料 ３  

 

福岡県行政不服審査会運営規則の一部を改正する規則 

 福岡県行政不服審査会運営規則の一部を別紙新旧対照表のとおり改正する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和元年６月６日から施行する。 

  

 

 

  



 資 料 ３  

（別紙） 

○ 福岡県行政不服審査会運営規則 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（部会）  

第１条 福岡県行政不服審査会（以下「審査

会」という。）に、条例第８条第１項の合

議体として、３部会を置く。 

２ 各部会に属すべき委員は、会長が指名

する。  

３ 各部会に、部会長を置き、当該部会に属

する委員のうちから会長が指名する。  

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

 

（部会）  

第１条 福岡県行政不服審査会（以下「審査

会」という。）に、条例第８条第１項の合

議体として、２部会を置く。 

２ 各部会に属すべき委員は、会長が指名

する。  

３ 各部会に、部会長を置き、当該部会に属

する委員のうちから会長が指名する。  

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

 

 

 


